
令和８年度

①茅ヶ崎市内に就業場所がある事業所であること。
② 開催当日、応募できるハローワーク求人票があること。

（求人票のない職種への応募・勧誘等は行えません。）
③ 第１部ＰＲタイムのスライド作成・説明が可能であること。*1
④ 開催日当日、求職者に対し「事業所や求人についての説明」が

可能であること。
※面談後に求職者が応募を希望した場合は、一次面接の実施
が可能です。

※求職者が応募または見学を希望した時点で、ハローワーク
紹介となり、ハローワーク紹介状を求人者マイページへ
発行します。（紹介状は、面接会翌日から３営業日までを目途に発行）

⑤ 事業所等の説明を受けるのみで、応募等を希望されない求職者
や参加希望の求職者がいない（０人）の可能性がありますが、
開催時間内は会場内で待機が可能であること。

⑥ その他、当日の開催にあたり面談状況等の報告などの対応が
可能であること。*2

≪対象事業所条件≫
次の条件に当てはまる場合に参加申込みを受付します。
ハローワーク求人受理状況などを確認のうえ、参加可否等については
メールにてご連絡いたします。

上記①～⑥を確認し、参加申込みをされる場合は
「参加希望申込書」を茅ヶ崎市産業観光課へご提出ください。
*1 *2については、参加決定後に詳細をご説明いたします。

① 参加申込書をメールで茅ヶ崎市産業観光課へ送付して
ください

② 締め切り後に、参加可否についてご連絡します
※応募多数の場合、選定となります

茅ヶ崎市産業観光課雇用労働担当
☎ ０４６７－８１－７１４４ （直通）

詳細はこちら
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